
秋田市ポートタワー再生プラン策定委員会設置要綱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年７月４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市長決裁
　（設置）
第１条  秋田市ポートタワーおよびその周辺施設（以下「ポートタワー等」とい　う。）の今後の利活用方策等を具体的に示す「秋田市ポートタワー再生プラン」　（以下「再生プラン」という。）を策定するため、秋田市ポートタワー再生プ　ラン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
　（所掌事項）
第２条  委員会は、再生プラン策定に係る次の事項を所掌する。
 (１) 再生プランの策定に関すること。
 (２) その他上記に係る必要な事項に関すること。
　（組織）
第３条　検討会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
２　前項の委員のほか、必要に応じ臨時に委員を置くことができる。
　（委員長）
第４条　委員会に委員長および副委員長を置き、委員の中から互選する。
２　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
３　副委員長は、委員長に事故ある時、その職務を代理する。
　（会議）
第５条　会議は、市長が招集する。
２　会議の議長は、委員長をもってこれに充てる。
　（任期）
第６条　委員の任期は、委員会の設置目的が達成された時までとする。ただし、　就任時の機関、団体等における役職に就任している期間に限るものとする。
　（事務局）
第７条　委員会の事務局は、秋田市商工部港湾貿易振興課内に置く。
　（委任）
第８条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、　市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年７月４日から施行する。
別表
                                                        （敬称略、五十音順）
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	所属
	備考

	1
	青木　義典
	社団法人ウォーターフロント開発協会専務理事
	

	2
	石井　有良
	秋田市市勢活性化推進本部長
	

	3
	江口　文男
	秋田県建設交通部秋田港湾事務所長
	

	4
	大島　紳司
	株式会社秋田まるごと市場代表取締役
	

	5
	小国　裕実
	秋田市商工部長
	

	6
	小熊　欽一
	株式会社秋田中央観光社常務取締役
	

	7
	折田　仁典
	独立行政法人国立高等専門学校機構秋田工業高等専門学校教授
	

	8
	小澤　敬二
	国土交通省東北地方整備局秋田港湾事務所所長
	

	9
	小向　秀治
	新日本海フェリー株式会社秋田支店長
	

	10
	嶋田　康子
	秋田県貿易株式会社代表取締役社長
	

	11
	林　　明夫
	秋田みなと振興会会長
	

	12
	藤田　伸郎
	港商友会会長
	

	13
	柳田　春和
	秋田商工会議所土崎支所長
	

	14
	山内　啓一
	秋田県建設交通部港湾空港課長
	



